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住
宅
・
併
用
住
宅
の
浄
化
槽

（
市
町
村
設
置
型
浄
化
槽
）

　

浄
化
槽
は
町
で
設
置
し
、
使
用
料
を

財
源
に
、
維
持
管
理
を
町
が
実
施
し
ま
す
。

（1）
対
象
浄
化
槽（
50
人
槽
ま
で
の
浄
化
槽
）

・
居
住
用
の
住
宅
に
接
続
す
る
合
併
処

　

理
浄
化
槽
で
あ
る
こ
と（
事
業
用
住

　

宅
は
除
く
）。

・
店
舗
な
ど
の
併
用
住
宅
の
場
合
は
、

　

居
住
部
分
が
全
体
の
２
分
の
１
以
上

　

で
あ
る
こ
と
。

・
浄
化
槽
敷
地
の
問
題
な
ど
で
、
複
数

　

の
住
宅
が
共
同
で
設
置
す
る
場
合
。

（2）
工
事
実
施

・
家
庭
内
の
排
水
か
ら
浄
化
槽
ま
で
の

　

接
続
は
、
使
用
者（
住
宅
所
有
者
）に

　

行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
浄
化
槽
本
体
お
よ
び
20
ｍ
ま
で
の
浄

　

化
槽
放
流
管
工
事
は
町
が
実
施
し
ま
す
。

・
浄
化
槽
か
ら
の
放
流
管
が
20
ｍ
を
超

　

え
る
場
合
、
駐
車
場
と
し
て
使
用
す

　

る
な
ど
の
理
由
に
よ
り
荷
重
化
工
事

　

を
行
う
場
合
は
、
そ
の
分
の
施
工
経

　

費
は
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

（3）
経
費（
使
用
者
に
ご
負
担
い
た
だ
く
額
）

①
設
置
分
担
金

　

※
工
事
施
工
前
に
納
入
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
10
人
槽
ま
で
＝
25
万
円

▽
11
人
槽
以
上
20
人
槽
以
下

　
　
　
　

＝
工
事
費
の
10
分
の
２
の
額

▽
21
人
槽
以
上
50
人
槽
以
下

　
　
　
　

＝
工
事
費
の
10
分
の
３
の
額

②
使
用
料（
月
額
）

　

※
月
ご
と
に
納
入
い
た
だ
き
ま
す
。

▽
５
人
槽
＝
３
，４
６
５
円

▽
７
人
槽
＝
４
，７
２
５
円

▽
10
人
槽
＝
５
，０
４
０
円

▽
11
人
槽
以
上

　
　
　
　

＝
５
，
０
４
０
円
に
10
人
槽

　
　
　
　
　

を
超
え
た
部
分
槽
当
た
り

　
　
　
　
　

  

５
２
５
円
を
乗
じ
た
額
を

　
　
　
　
　

加
算
し
た
額

　

浄
化
槽
の
管
理
、
清
掃
、
法
定
点
検

は
町
が
事
業
者
に
委
託
し
実
施
し
ま
す
。

③
管
理
経
費

　

浄
化
槽
を
設
置
・
運
転
す
る
上
で
の

電
気
料
、
清
掃
に
伴
う
水
道
料
は
利
用

者
個
人
に
ご
負
担
い
た
だ
き
ま
す
。

④
奨
励
補
助
金

　

当
該
事
業
で
整
備
し
た
浄
化
槽
使
用

者
は
、
小
野
町
浄
化
槽
整
備
推
進
事
業

奨
励
補
助
金
交
付
要
綱
に
基
づ
く
補
助

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
平
成
25
年
度
の
補
助
金
額
は
７
万
円

　

で
す
。

※
平
成
26
年
度
は
減
額
と
な
り
ま
す
。

（4）
申
し
込
み
・
使
用
開
始
ま
で
の
流
れ

　

申
請
者
に
は
、
実
際
に
浄
化
槽
工
事

を
行
う「
浄
化
槽
工
事
指
定
店
」を
選
定

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
施
工
事
業
者
は
、
町
が
指
定
す
る「
浄

　

化
槽
設
置
指
定
工
事
店
」に
限
り
ま
す
。

・
申
請
者
の
委
任
に
よ
り
、
設
置
に
関

　

す
る
諸
手
続
き
を「
浄
化
槽
設
置
指

　

定
工
事
店
」が
代
理
す
る
こ
と
が
で

　

き
ま
す
。

・「
浄
化
槽
工
事
分
担
金
」を
納
入
い
た

　

だ
き
ま
す
。

合
併
処
理
浄
化
槽
事
業
の
お
知
ら
せ
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